歴史的展開・・・第一問対策
①ECSCからEECまで

1950年5月9日シューマンプラン・・・独仏和解を基盤としたヨーロッパ統合を石炭と鉄鋼の分野の経済統合に焦点を定めて提示した
この産業分野をヨーロッパで統合し、共同管理が可能になれば、戦争の要因を構造的に取り払うことが可能となると考えられた

1951年4月欧州石炭鉄鋼共同体条約（ECSC条約）に具体化

1950年6月朝鮮戦争・・・東側からの脅威

フランス首相プレヴァン1950年10月欧州防衛共同体構想（EDC）を発表・・・ドイツ脅威論。ヨーロッパ軍を構築し、その中にドイツを再軍備させ、ドイツ人部隊を組み込むというアイディアが提案
国家主権の根幹にふれる軍隊という問題を、防衛共同体構想という新しい形で議論することは、どの国でも大論争に。

ドイツ・・再軍備と外交主権の回復をリンクさせつつ、対等のパートナーとして国際社会に完全復帰することを求める

フランス・・ドイツをヨーロッパの枠内に封じ込めながら、いかに指導的な立場を確保できるか。
朝鮮戦争の沈静化とスターリンの死去・・フランスは1954年8月にEDC条約を否決

ドイツは1954年10月のパリ条約でNATOに加盟し、外交主権を回復した。・・アメリカというヨーロッパ外の超大国に依存してドイツの再軍備を解決した

EDCの失敗・・・政治や防衛という国家主権の根幹部分の統合が以下に困難であるかを示している

ECSC諸国の指導者はしかし、EDCの失敗によって統合をあきらめなかった。一気に政治統合を進めるのではなくて、個別機能的な経済分野の統合を進め、統合を進展させていこうというアプローチに変える。

1955年6月メッシナで開催されたECSCの外相会議でベネルクス共同提案という経済統合の案を提示した。

この提案を受けて、ベルギーのスパーク外相が中心となり、共同体市場と原子力共同体を設立することをまとめたスパーク報告が提出される。

1957年3月25日にローマで調印された欧州経済共同体（EEC）条約、欧州原子力共同体（ユーラトム）条約に結実した。
このいわゆるローマ条約は1958年1月に発効し、今日のEUの最も重要な核となっている共同市場実現の歩みが始まった。

EECが規定した共同市場とは、資本・労働力などの経済的生産要素の移動制限を撤廃し、国境のない自由な経済活動を実現しようとするものである。これは、自由貿易地域や関税同盟よりもさらに強く経済統合を推進するものである。EEC条約は3段階、12年間の移行期間を設け、この期間の間に寒剤同盟を実現し、その後共同市場を実現することを規定していた。
EECに参加しなかった7カ国で1960年5月に欧州自由貿易連合（EFTA）を形成した。

EFTAはゆるい経済的統合を目指す自由貿易地域にしか過ぎず、より本格的な共同市場の構築、経済統合を目指すEECとは違った性格を持つものであった。

②ドゴールとルクセンブルクの合意

ドゴールの目標は、フランスの栄光を取り戻すことであり、ヨーロッパの経済統合もその目標と合致する限りにおいては、肯定されるものであった。しかし基本的にはヨーロッパ統合の基盤は国家であり、EEC諸機関がその権限を強化していくことには強い抵抗があった。
アデナウアー独首相とはすぐに親しい関係になり、独仏関係がEUの中核となる基礎を築いた。

仏人外交官フーシェが作成した政治同盟のためのフーシェ案は、ドゴールの構想に基づき、定期的に開催される首脳会と外相会議を中心とした政治同盟の構築を主眼としていた。

小国の反対で挫折・・・独仏協力条約を締結
ドゴールの影響

ハルシュタインEEC委員会の提示したEECの独自財源導入を主眼とした提案を拒否し、1965年7月から1966年1月までEECの活動を欠席した。このフランスの空席政策問題を解決するためにいわゆる「ルクセンブルクの妥協」と呼ばれる解決策をとった。・・・ある構成国がその国にとって「死活的に重要な利益」であるとした問題については、多数決による裁決をとらない、ある一カ国が強く主張すれば、その国に拒否権が与えられる、という妥協。
多数決による立法の迅速化を実質的に無効化してしまう政治的妥協は、共通政策の形成と統合の進展に多大な悪影響を与えたのである。

イギリスのEEC加盟（1961年8月）を拒否した。英米の政治的紐帯に批判的

フランスの反対によって、1960年代のEECの経済統合は停滞したが、成果が着実に上がっている分野も存在した。・・・関税同盟の設立。EECは計画よりも早く、1968年7月には対外共通関税の導入に成功したのである。
1967年7月1日には、ECSC,EEC,Euratomの三京体の諸機関を統合してEC（ヨーロッパ共同体）となった。

③ハーグ・サミットと統合の再出発1969年以降
1969年4月ドゴール大統領辞任

1969年12月、統合の再出発に向けて、ハーグでのEC首脳会議・・・イギリスを始めとした加盟希望国との加盟交渉を開始すること、共通農業政策に代表される共同市場を完成させること。即ち、共通政策のためのEC固有財源を導入すること、新たな政策分野、経済通貨同盟、政治協力などの導入により統合を進化させること、という「拡大、完成、深化」がキーワードとして掲げられた。
また、これはEEC設立から12年間、移行期間の終了を目前として、次の目標を設定するための会議であった。

ハーグ・サミットの最も重要な課題であった拡大問題・・・予算分担率問題など
1973年1月からイギリス、デンマーク、アイルランドがECに加盟（ECの北への拡大）

1970年代の重要な展開

1． 欧州治協力（EPC）・・外交政策面での協力が再び開始された

2． ECの首脳会議、欧州理事会が制度化され、定期的に開催されるようになったことである。ECの政策の方向性が明確化

3． 経済通貨同盟へ向けた通貨面での制度作りが行われた。1970年のウェルナー報告・・・10年間で経済通貨同盟を実現することを提案していた。・・・1971年のマルク高騰、金ドル兌換性の終焉などで、実現せず。しかし、その後の石油危機前後のさまざまな通貨制度の試みと失敗は、1979年の三月に実現した欧州通貨制度（EMS）へと結実していったのである。

4． 1979年6月　欧州議会の直接選挙市民からの直接選挙によって選ばれるようになり、政治的妥当性を強めた。その結果、欧州議会は1980年代のEC制度改革のひとつの力となり、次第に権限を拡大していくこととなったのであった。
1970年代のECの発展は、EC機関の活躍によるものではなく、ジスカール=デスタン仏大統領とシュミット独大統領のリーダーシップによるものである。

④域内市場計画

1970年代のEC諸国の経済は、完全に疲弊していた（石油危機、インフレ、失業率の増加、高福祉ゆえに働く意欲の減少）

確かに政治的に見れば、スペインとポルトガルが民主化しECへの加盟が議論され、1981年にはそれ以前に民主化したギリシャがECに加盟。西ヨーロッパ周辺の民主化が進み、一層安定した政治環境が生まれつつあった。
しかし、経済的な繁栄なくしてはヨーロッパの国際的な地位は低下するばかりである。

1985年1月発足・・・ドロール委員会・・・1992年末までに、国境のないヨーロッパ市場を完成させることを目標として打ち出した。しかし、この域内市場計画を実現するためには、1966年以降機能不全に陥っていたEC閣僚理事会における多数決投票システムを復活させることが不可欠であった。
幸いなことに、1979年の欧州理事会選挙以降、ヨーロッパ議会ではECの制度改革が重要なテーマとして議論されてきた。

1983年の「EUに関する厳粛なる宣言」

1984年のフォンテンブロー欧州理事会
1985年3月に提出された制度問題審議のためのどぅー具委員会報告を受けて、ECの制度改革の機運高まる。

１９８０年代に入ると、宏成功の制度改革に対する必要性に対する認識、域内市場の必要性認識も同様に収斂。その背景には多くの構成国の経済政策が収斂したし、産業界の代表者たちもこの時期には盛んに市場統合を求めるように。
1985年6月ミラノでの欧州理事会・・・共同体委員会は域内市場白書を提出。・・・1992年末日までという時間的な目標設定した上で、域内市場構築のために、具体的にどのような障壁を除去する必要があるかを示していた。
１・物理的障壁・・・EC国間の国境に税関検査などが存在することにより、国境を越えた輸送などに時間とコストがかかることを示していた。

2・技術的障壁・・・各国の工業製品をはじめとしたさまざまな製品の規格の違いなどから、輸出入が困難になることを意味していた。

３・租税障壁・・・構成国間の税制の違いが域内市場計画の障害になっていることを意味した。

これらの障壁を個別具体的なEC立法によって除去することによって、ヒト、モノ，カネ、サービスの国境を越えた自由な移動が保障されるEC域内市場を完成することを提案した。

政府間会議の開催・・・域内市場の完成と政策決定方式の変更を中心として、EEC設立以来最大の制度改革を議論した。

1986年2月に単一欧州議定書が採択された（EEC発足以来最大の条約改正）・・・ECの政策決定改革、域内市場の完成、政策分野の拡大、EPC（欧州治協力）の明文規定化
1986年1月からスペインとポルトガルはECに加盟し、南への拡大が遂げられた。12カ国。

⑤EUの「拡大」のための「深化」
（1） EUの設立

単一欧州議定書の合意後、変化は1987年末ころから徐々に始まった。

ドロール委員会はEC財政を中期的に安定させるドロール・パッケージと呼ばれた財政計画を提示。財政負担を主として引き受けるドイツの譲歩。

市場統合の経済的な影響を予測したチェッキーニ報告。

ソ連ではゴルバチョフの主導したペレストロイカによる国政改革。

ヨーロッパに配備された中距離核ミサイルの撤廃の合意。

域内市場計画が軌道に乗り始めると、ドロール委員会は次の統合のステップ、即ち、経済通貨同盟による通貨統合を展望し始めた。しかし、このころ、驚くべき冷戦の終焉が起こった。

1989年11月9日ベルリンの壁崩壊・・・東ヨーロッパ諸国の民主化、その後のソ連の解体・分裂は、分断されていたヨーロッパを再び一つに。

問題・・・東西ドイツを以下に新しいヨーロッパ秩序の中に位置づけるか、全ヨーロッパ的な安全保障の枠組みをいかに構築するか。

1990年10月3日ドイツ統一・・・ECの地域開発政策の対象となる産業基盤の弱い地域がECに加盟したことになる。
1992年2月ドイツ統一と冷戦後のヨーロッパの秩序に対応すべく、短期間の交渉でヨーロッパ連合（EU）条約がまとめられた。三つの柱

1・経済統合のECが構成

2・共通外交安全保障政策（CFSP）の柱。従来のEPCを制度的に発展させて組み込んだもの。

３・司法内務協力・・・難民対策、移民対策、司法協力、警察協力などを規定。

三本柱の構造をとったのは、共同体委員会や裁判所、議会などのEC諸機関に強い権限が与えられ、超国家的な政策が遂行されることもあるECの政策領域に関する規定と、あくまでも構成国の政府間協力を強化する必要のある政策領域を分けなければいけなかったからである。外交や警察という国家主権の根幹に触れる政策領域を、統合への圧力がかかるECの柱に組み込むにはまだ抵抗が強かったのであった。
EU条約はさらに、共同決定手続きという閣僚理事会とヨーロッパ議会の権限を実質的にほぼ同じにする新しい政策決定手続きを導入したり、多数決の使える政策領域をさらに拡大したりした。
運輸・通信網の整備など、新しい政策領域。

EU条約の最も重要な規定・・・経済通貨同盟の実現、即ち、単一通貨の導入を遅くとも1999年からと規定した。ヨーロッパ内で最も安定した強い通貨であったドイツマルクに相当する安定した単一通貨を導入するために、マーストリヒト基準（それぞれの構成国の経済を収斂するための国家財政、インフレ率、金利、為替変動などについての厳しい基準）を設けた。
EU条約は、市民に身近なEUが実現することを目指した・・・構成国の地域の代表が参加する地域委員会。市民のEU行政に対する苦情を直接に処理するオンブズマンの設置。
補完性原理の規定・・・国家や地方の権限が無制限にEUに移されないように、市民に身近な最も政策効果の上がる行政レベルで問題が対処されるべきであるという原則
1992年6月のデンマークの国民投票で否決・・・1993年5月に批准を認める・・・EU条約は1993年11月に発効。

（2） コペンハーゲン基準

1995年1月EUは15カ国体制。オーストリア、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー
体制移行を遂げた中東欧諸国は、早期のEUとの関係構築、加盟を目指し始めた。

EUは1993年6月のコペンハーゲン理事会で加盟条件を提示した。

コペンハーゲン基準

1・民主主義、法の支配、人権と少数者の権利保護が達成されていること

2・機能する市場経済が実現して、EU内での競争に対応できること
３・EU構成国としての義務を負う能力を有すること

2004年5月のEU拡大（10カ国の増加）
基準・・・アキ・コミュノテール（EUのこれまでに築いてきた法的合意のすべて）を受け入れられるかどうか

（3） アムステルダム条約とニース条約

EU条約の交渉過程からすでに、EU条約が採択されても中長期的にはEU条約の規定が十分ではないことは明らかであった。たしかに、EU条約に中でも重要な経済通貨同盟に関する規定は完結していた。単一通貨ユーロは条約の規定どおり、1999年1月から銀行などのコンピューター上の決済通貨として現実的なものとなり、2002年1月からは現実通貨としても流通している。
しかし、EU条約は冷戦終焉後短期間でまとめられたので、大きく構成国が拡大していく状況には制度的には十分対応できないものであった。

1999年5月に発行したアムステルダム条約。

EU拡大の前提として、自由、安全、公正をキーワードとするEUを目指すなど、一層市民の要望に応える社会の実現を目指した。そのために例えば、司法内務協力と呼ばれた第3の柱の主要な政策領域である内務関係の政策が第１のECの柱に移され共通政策化された。この結果第3の柱は警察・司法協力（PJCC）となった。

一部に統合のスピードについてこられない国があっても、全体として前に進めることを可能にすることが可能となった。

しかし、EU拡大の前提として不可欠なEU機関の構成、つまり閣僚理事会における票配分、欧州委員会委員の数、欧州議会の議席配分の変更などという重要な問題の解決は先送りされてしまった。

1997年7月に欧州委員会は「アジェンダ2000」という報告書を提出。・・・EU拡大の具体的な諸問題を検討し、拡大を前提としたEUの改革（拡大に伴って負担増が予想された農業政策、地域開発政策の改革など）と、これに対応した2000年から2006年までの中期財政枠組みを提案。

アムステルダム条約で積み残されたEUの制度改革問題は2001年2月に署名され、2003年2月に発効したニース条約で規定。2004年、ニース条約によって行われた改正が現行規定となっている。
